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(57)【要約】
【課題】部分発光動作を行う光源を用いて複数の映像を
時分割表示する際に、表示画質を向上させることが可能
な液晶表示装置、およびそのような液晶表示装置を用い
た映像表示システムを提供する。
【解決手段】部分駆動化処理部４２は、入力映像信号Ｄ
in（映像信号Ｄ１）に基づいて左右の映像間での最大輝
度レベルを画素２０ごとに求めることにより、左右の映
像に共通の映像である共通化映像（映像信号Ｄ２）を生
成する。また、この共通化映像を用いて、発光パターン
信号ＢＬ１および部分駆動用映像信号Ｄ４をそれぞれ生
成する。表示輝度の低下が生じることなく（表示輝度が
維持されつつ）、左右の映像間での表示輝度の時間的変
動が回避されてフリッカーの発生が抑えられる。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに独立して制御可能であるように構成された複数の部分発光部を有する光源部と、
　前記光源部から前記部分発光部単位で射出された光を入力映像信号に基づいて変調し、
互いに異なる複数の映像を時分割的に順次切り換えて表示する液晶表示パネルと、
　前記入力映像信号に基づいて、前記光源部における前記部分発光部単位での発光パター
ンを示す発光パターン信号と、部分駆動用映像信号とをそれぞれ生成する部分駆動化処理
部を有し、前記発光パターン信号を用いて前記光源部の各部分発光部に対する発光駆動を
行うと共に、前記部分駆動用映像信号を用いて前記液晶表示パネルに対する表示駆動を行
う表示制御部と
　を備え、
　前記部分駆動化処理部は、
　前記入力映像信号に基づいて、前記複数の映像間での最大輝度レベルを単位領域ごとに
求めることにより、前記複数の映像に共通の映像である共通化映像を生成すると共に、
　この共通化映像を用いて、前記発光パターン信号および前記部分駆動用映像信号をそれ
ぞれ生成する
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記部分駆動化処理部は、
　前記入力映像信号に基づいて前記共通化映像を生成する共通化映像生成部と、
　前記共通化映像に対して所定の低解像度化処理を行う低解像度化処理部と
　を有し、
　前記低解像度化処理が行われた後の共通化映像を用いて、前記発光パターン信号および
前記部分駆動用映像信号をそれぞれ生成する
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記複数の映像は、互いに視差を有する左眼用映像および右眼用映像である
　請求項１または請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　複数の映像を時分割的に順次切り換えて表示する液晶表示装置と、
　前記液晶表示装置における切り換え表示に同期した開閉動作を行うシャッター眼鏡と
　を備え、
　前記液晶表示装置は、
　互いに独立して制御可能であるように構成された複数の部分発光部を有する光源部と、
　前記光源部から前記部分発光部単位で射出された光を入力映像信号に基づいて変調し、
互いに異なる複数の映像を時分割的に順次切り換えて表示する液晶表示パネルと、
　前記入力映像信号に基づいて、前記光源部における前記部分発光部単位での発光パター
ンを示す発光パターン信号と、部分駆動用映像信号とをそれぞれ生成する部分駆動化処理
部を有し、前記発光パターン信号を用いて前記光源部の各部分発光部に対する発光駆動を
行うと共に、前記部分駆動用映像信号を用いて前記液晶表示パネルに対する表示駆動を行
う表示制御部と
　を備え、
　前記部分駆動化処理部は、
　前記入力映像信号に基づいて、前記複数の映像間での最大輝度レベルを単位領域ごとに
求めることにより、前記複数の映像に共通の映像である共通化映像を生成すると共に、
　この共通化映像を用いて、前記発光パターン信号および前記部分駆動用映像信号をそれ
ぞれ生成する
　映像表示システム。
【請求項５】
　前記複数の映像は、互いに視差を有する左眼用映像および右眼用映像である
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　請求項４に記載の映像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の部分発光部を有する光源部を備えた液晶表示装置、ならびにそのよう
な液晶表示装置およびシャッター眼鏡を用いた映像表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型テレビ、携帯端末装置のディスプレイとして、画素毎にＴＦＴ（Thin Film 
Transistor；薄膜トランジスタ）を設けたアクティブマトリクス型の液晶表示装置（ＬＣ
Ｄ；Liquid Crystal Display）が多く用いられている。このような液晶表示装置では、一
般に、画面上部から下部に向かって、各画素の補助容量素子および液晶素子に映像信号が
線順次に書き込まれることにより各画素が駆動される。
【０００３】
　ところで、液晶表示装置では、その用途に応じて、１フレーム期間を多分割し、分割し
た時間ごとに異なる映像を表示させる駆動（以下、時分割駆動という）が行われている。
このような時分割駆動方式（フレームシーケンシャル方式）を用いた液晶表示装置として
は、例えば、シャッター眼鏡を用いた立体映像表示システム（例えば、特許文献１参照）
が挙げられる。
【０００４】
　シャッター眼鏡を用いた立体映像表示システムでは、１フレーム期間を２分割し、左眼
用および右眼用の映像として互いに視差を有する２枚の映像を交互に切り替えて表示させ
る。また、この表示切り替えに同期して開閉動作がなされるシャッター眼鏡が用いられる
。シャッター眼鏡は、左眼用映像の表示期間は左眼側が開（右眼側を閉）、右眼用映像の
表示期間は右眼側が開（左眼側を閉）となるように制御される。観察者がこのようなシャ
ッター眼鏡をかけて左右の表示映像を分離して観察することにより、立体視を実現してい
る。
【０００５】
　一方で、液晶表示装置に用いられるバックライトとしては、光源に冷陰極管（ＣＣＦＬ
；Cold Cathode Fluorescent Lamp）を用いたものが主流であるが、近年では発光ダイオ
ード（ＬＥＤ；Light Emitting Diode）を用いたものも登場してきている。
【０００６】
　このようなＬＥＤ等をバックライトとして用いた液晶表示装置では、従来より、光源部
を複数の部分発光部に分割して構成し、この部分発光部単位で独立して発光動作を行う（
部分発光動作を行う）ようにしたものが提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－４４５１号公報
【特許文献２】特開２００１－１４２４０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上記した時分割駆動方式の立体映像表示システムにおいて、従来のバックラ
イトにおける部分発光動作をそのまま適用した場合、交互に表示される左眼用および右眼
用の映像が互いに視差を有していることに起因して、以下の問題が生じると考えられる。
【０００９】
　すなわち、左右の映像間で映像内の物体位置にずれが生じることから、そのままでは、
バックライトでの発光パターンにも左眼用の映像表示時と右眼用の映像表示時とでずれが
生じる。具体的には、左右の映像表示時の間で発光強度が異なることになる部分発光部が
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存在することになり、極端な場合、一方の映像表示時には点灯するのに対して他方の映像
表示時には消灯する、ということもあり得る。
【００１０】
　このようにして、左右の映像間で発光輝度の変動（時間的な変動）が生じると、視差が
なく一定の発光輝度であるべき領域にも大きな影響を与え、液晶表示パネルにおける透過
率制御では対応しきれないことになる。その結果、時分割駆動方式の立体映像表示システ
ムにおいて、従来のバックライトにおける部分発光動作をそのまま適用した場合、フリッ
カーの発生が増大し、表示画質低下を招くことになる。
【００１１】
　また、このような左右の映像間での発光輝度の時間変動を抑えるため、例えば時間軸方
向のフィルタを設けることも考えられるが、その場合、以下の問題が生じる。すなわち、
フィルタを用いて発光輝度の平準化を図ると、左右の映像表示時の双方においてそれらの
中間の発光輝度レベルに設定されるため、元々のレベルと比べて発光輝度が低下し、表示
輝度の確保が困難になってしまう。
【００１２】
　なお、これまで説明したような問題は、立体映像表示システムには限られず、複数の映
像を時分割表示させる表示システム一般に生じ得るものである。以上のことから、部分発
光動作を行う光源を用いて複数の映像を時分割表示する際に、表示画質を向上させるため
の手法の提案が望まれる。
【００１３】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、部分発光動作を行う光源
を用いて複数の映像を時分割表示する際に、表示画質を向上させることが可能な液晶表示
装置、およびそのような液晶表示装置を用いた映像表示システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の液晶表示装置は、互いに独立して制御可能であるように構成された複数の部分
発光部を有する光源部と、この光源部から部分発光部単位で射出された光を入力映像信号
に基づいて変調し、互いに異なる複数の映像を時分割的に順次切り換えて表示する液晶表
示パネルと、上記入力映像信号に基づいて、光源部における部分発光部単位での発光パタ
ーンを示す発光パターン信号と、部分駆動用映像信号とをそれぞれ生成する部分駆動化処
理部を有し、発光パターン信号を用いて光源部の各部分発光部に対する発光駆動を行うと
共に、部分駆動用映像信号を用いて液晶表示パネルに対する表示駆動を行う表示制御部と
を備えたものである。上記部分駆動化処理部は、入力映像信号に基づいて、複数の映像間
での最大輝度レベルを単位領域ごとに求めることにより、複数の映像に共通の映像である
共通化映像を生成すると共に、この共通化映像を用いて、発光パターン信号および部分駆
動用映像信号をそれぞれ生成する。
【００１５】
　本発明の映像表示システムは、複数の映像を時分割的に順次切り換えて表示する上記本
発明の液晶表示装置と、この液晶表示装置における切り換え表示に同期した開閉動作を行
うシャッター眼鏡とを備えたものである。
【００１６】
　本発明の液晶表示装置および映像表示システムでは、入力映像信号に基づいて、光源部
における部分発光部単位での発光パターンを示す発光パターン信号と、部分駆動用映像信
号とがそれぞれ生成される。そして、発光パターン信号を用いて光源部の各部分発光部に
対する発光駆動が行われると共に、部分駆動用映像信号を用いて液晶表示パネルに対する
表示駆動が行われる。この際、上記入力映像信号に基づいて複数の映像に共通の映像であ
る共通化映像が生成され、この共通化映像を用いて上記発光パターン信号および部分駆動
用映像信号がそれぞれ生成される。これにより、互いに異なる複数の映像について個別に
生成された発光パターン信号を用いて発光駆動および表示駆動を行う場合とは異なり、複
数の映像間での発光輝度（表示輝度）の変動（時間的な変動）が回避され、フリッカーの
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発生が抑えられる。また、複数の映像間での最大輝度レベルを単位領域ごとに求めること
によって上記共通化映像が生成されるため、例えば時間軸方向に沿って発光パターン信号
および部分駆動用映像信号を平準化するためのフィルタを用いた場合とは異なり、表示輝
度の低下が生じることもない。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の液晶表示装置および映像表示システムによれば、入力映像信号に基づいて複数
の映像間での最大輝度レベルを単位領域ごとに求めることによって、複数の映像に共通の
映像である共通化映像を生成すると共に、この共通化映像を用いて発光パターン信号およ
び部分駆動用映像信号をそれぞれ生成するようにしたので、表示輝度の低下を生じさせる
ことなく（表示輝度を維持しつつ）、フリッカー発生を抑えることができる。よって、部
分発光動作を行う光源を用いて複数の映像を時分割表示する際に、表示画質を向上させる
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る映像表示システムの全体構成を表すブロック図であ
る。
【図２】図１に示した画素の詳細構成例を表す回路図である。
【図３】図１に示した液晶表示装置における部分発光領域および部分照射領域の一例を模
式的に表す分解斜視図である。
【図４】図１に示した部分駆動化処理部の詳細構成を表すブロック図である。
【図５】図１に示した液晶表示装置におけるバックライトの部分発光動作の概要を表す模
式図である。
【図６】図１に示した映像表示システムにおける立体映像表示動作の概要を表す模式図で
ある。
【図７】比較例に係る液晶表示装置における部分駆動化処理部の構成を表すブロック図で
ある。
【図８】入力される左眼用映像信号および右眼用映像信号の一例を表す模式図である。
【図９】比較例に係る液晶表示装置における部分発光動作の一例を表すタイミング図であ
る。
【図１０】図４に示した共通化映像生成部の動作の一例を表す模式図である。
【図１１】実施の形態に係る液晶表示装置における部分発光動作の一例を表すタイミング
図である。
【図１２】本発明の変形例１に係る部分駆動化処理部の構成を表すブロック図である。
【図１３】本発明の変形例２に係る映像表示システムにおけるマルチ映像表示動作の概要
を表す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。

１．実施の形態（立体映像表示システムに適用した例１）
２．変形例
　　　変形例１（立体映像表示システムに適用した例２）
　　　変形例２（マルチ映像表示システムに適用した例）
【００２０】
＜実施の形態＞
［映像表示システムの全体構成］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る映像表示システム全体のブロック構成を表すもの
である。この映像表示システムは時分割駆動方式の立体映像表示システムであり、映像表
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示装置としての液晶表示装置１と、シャッター眼鏡６とを備えている。
【００２１】
（液晶表示装置１）
　液晶表示装置１は、左右の視差を有する右眼用映像信号ＤＲおよび左眼用映像信号ＤＬ
からなる入力映像信号Ｄinに基づいて、映像表示を行うものである。この液晶表示装置１
は、液晶表示パネル２、バックライト３（光源部）、映像信号処理部４１、部分駆動化処
理部４２、タイミング制御部４３、シャッター制御部４４、バックライト駆動部５０、デ
ータドライバ５１およびゲートドライバ５２を有している。なお、これらのうち、映像信
号処理部４１、部分駆動化処理部４２、タイミング制御部４３、シャッター制御部４４、
バックライト駆動部５０、データドライバ５１およびゲートドライバ５２が、本発明にお
ける「表示制御部」の一具体例に対応している。
【００２２】
　液晶表示パネル２は、後述するバックライト３から射出された光を入力映像信号Ｄinに
基づいて変調することにより、この入力映像信号Ｄinに基づく映像表示を行うものである
。具体的には、詳細は後述するが、右眼用映像信号ＤＲに基づく右眼用映像と、左眼用映
像信号ＤＬに基づく左眼用映像とを、時分割で交互に表示している。すなわち、この液晶
表示パネル２では、後述する映像信号処理部４１において制御された出力順序に従って映
像表示を行うことにより、立体映像表示のための時分割駆動がなされるようになっている
。この液晶表示パネル２は、全体としてマトリクス状に配列された複数の画素２０を含ん
でいる。
【００２３】
　図２は、各画素２０内の画素回路の回路構成例を表したものである。画素２０は、液晶
素子２２、ＴＦＴ素子２１および補助容量素子２３を有している。この画素２０には、駆
動対象の画素を線順次で選択するためのゲート線Ｇと、駆動対象の画素に対して映像電圧
（後述するデータドライバ５１から供給される映像電圧）を供給するためのデータ線Ｄと
、補助容量線Ｃｓとが接続されている。
【００２４】
　液晶素子２２は、データ線ＤからＴＦＴ素子２１を介して一端に供給される映像電圧に
応じて、表示動作を行うものである。この液晶素子２２は、例えばＶＡ（Vertical Align
ment）モードやＴＮ（Twisted Nematic）モードの液晶よりなる液晶層（図示せず）を、
一対の電極（図示せず）で挟み込んだものである。液晶素子２２における一対の電極のう
ちの一方（一端）は、ＴＦＴ素子２１のドレインおよび補助容量素子２３の一端に接続さ
れ、他方（他端）は接地されている。補助容量素子２３は、液晶素子２２の蓄積電荷を安
定化させるための容量素子である。この補助容量素子２３の一端は、液晶素子２２の一端
およびＴＦＴ素子２１のドレインに接続され、他端は補助容量線Ｃｓに接続されている。
ＴＦＴ素子２１は、液晶素子２２および補助容量素子２３の一端同士に対し、映像信号Ｄ
１に基づく映像電圧を供給するためのスイッチング素子であり、ＭＯＳ－ＦＥＴ（Metal 
Oxide Semiconductor－Field Effect Transistor）により構成されている。このＴＦＴ素
子２１のゲートはゲート線Ｇ、ソースはデータ線Ｄにそれぞれ接続されると共に、ドレイ
ンは液晶素子２２および補助容量素子２３の一端同士に接続されている。
【００２５】
　バックライト３は、液晶表示パネル２に対して光を照射する光源部であり、例えば発光
素子として、ＣＣＦＬやＬＥＤなどを用いて構成されている。バックライト３は、後述す
るように、入力映像信号Ｄinの内容（映像パターン）に応じた発光駆動がなされるように
なっている。
【００２６】
　このバックライト３はまた、例えば図３に示したように、互いに独立して制御可能であ
るように構成された複数の部分発光領域３６（部分発光部）を有している。すなわち、こ
のバックライト３は、部分駆動方式のバックライトにより構成されている。具体的には、
バックライト３は、複数の光源が２次元的に配列されることにより複数の部分発光領域３
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６を有している。これにより、バックライト３は、面内方向に発光領域が縦ｎ×横ｍ＝Ｋ
個（ｎ，ｍ＝２以上の整数）に分割されている。なお、この分割数は、上記した液晶表示
パネル２における画素２０よりも低解像度のものとなっている。また、図３に示したよう
に、液晶表示パネル２には、各部分発光領域３６に対応する複数の部分照射領域２６が形
成されるようになっている。
【００２７】
　バックライト３は、入力映像信号Ｄinの内容（映像パターン）に応じて、部分発光領域
３６ごとに独立した発光制御が可能とされている。また、バックライト３における光源は
、ここでは、赤色光を発する赤色ＬＥＤ３Ｒと、緑色光を発する緑色ＬＥＤ３Ｇと、青色
光を発する青色ＬＥＤ３Ｂとの各色のＬＥＤを組み合わせて構成されている。ただし、光
源として用いられるＬＥＤの種類としてはこれには限られず、例えば白色光を発する白色
ＬＥＤを用いるようにしてもよい。なお、各部分発光領域３６には、このような光源が少
なくとも１つずつ配置されている。
【００２８】
　映像信号処理部４１は、入力映像信号Ｄinに基づいて、右眼用映像信号ＤＲおよび左眼
用映像信号ＤＬの出力順序（書き込み順序，表示順序）の制御を行うことにより、映像信
号Ｄ１を生成するものである。ここでは、１フレーム期間内において左眼用映像信号Ｄ１
Ｌと右眼用映像信号Ｄ１Ｒとが交互に配列してなる映像信号Ｄ１を生成するようになって
いる。ここで、以下、１フレーム期間のうち、左眼用映像の表示期間を「Ｌサブフレーム
期間」、右眼用映像の表示期間を「Ｒサブフレーム期間」と称する。なお、この映像信号
処理部４１において、例えば高画質化のための所定の画像処理（例えば、シャープネス処
理やガンマ補処理など）を行うようにしてもよい。
【００２９】
　シャッター制御部４４は、映像信号処理部４１による右眼用映像信号Ｄ１Ｒおよび左眼
用映像信号Ｄ１Ｌの出力タイミングに対応するタイミング制御信号（制御信号ＣＴＬ）を
生成し、シャッター眼鏡６に出力するものである。なお、この制御信号ＣＴＬは、ここで
は例えば赤外線信号等の無線信号であるものとして示しているが、有線信号であってもよ
い。
【００３０】
　部分駆動化処理部４２は、映像信号処理部４１から供給される映像信号Ｄ１（Ｄ１Ｌ，
Ｄ１Ｒ）に対して所定の部分駆動化処理を行うものである。これにより、バックライト３
における部分発光領域３６単位での発光パターンを示す発光パターン信号ＢＬ１と、１フ
レーム期間内において左眼用映像信号Ｄ４Ｌと右眼用映像信号Ｄ４Ｒとが交互に配列して
なる部分駆動用映像信号Ｄ４とをそれぞれ生成するようになっている。具体的には、本実
施の形態では、部分駆動化処理部４２は、左眼用映像および右眼用映像に共通の映像であ
る共通化映像（後述）を生成し、この共通化映像を用いて発光パターン信号ＢＬ１および
部分駆動用映像信号Ｄ４をそれぞれ生成している。なお、この部分駆動化処理部４２の詳
細構成については後述する（図４）。
【００３１】
　タイミング制御部４３は、バックライト駆動部５０、ゲートドライバ５２およびデータ
ドライバ５１の駆動タイミングを制御すると共に、部分駆動化処理部４２から供給される
部分駆動用映像信号Ｄ４をデータドライバ５１へ供給するものである。
【００３２】
　ゲートドライバ５２は、タイミング制御部４３によるタイミング制御に従って、液晶表
示パネル２内の各画素２０を、前述したゲート線Ｇに沿って線順次駆動するものである。
これにより、部分駆動用映像信号Ｄ４に基づく表示駆動が液晶表示パネル２に対してなさ
れるようになっている。
【００３３】
　データドライバ５１は、液晶表示パネル２の各画素２０へそれぞれ、タイミング制御部
４３から供給される、部分駆動用映像信号Ｄ４に基づく映像電圧を供給するものである。
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具体的には、部分駆動用映像信号Ｄ４に対してＤ／Ａ（デジタル／アナログ）変換を施す
ことにより、アナログ信号である映像信号（上記映像電圧）を生成し、各画素２０へ出力
するようになっている。
【００３４】
　バックライト駆動部５０は、タイミング制御部４３によるタイミング制御に従って、部
分駆動化処理部４２から出力される発光パターン信号ＢＬ１に基づく、バックライト３内
の各部分発光領域３６に対する発光駆動（点灯駆動）を行うものである。
【００３５】
（シャッター眼鏡６）
　シャッター眼鏡６は、液晶表示装置１の観察者が用いることにより立体視を可能とする
ものであり、左眼用レンズ６Ｌおよび右眼用レンズ６Ｒを有している。これらの左眼用レ
ンズ６Ｌおよび右眼用レンズ６Ｒにはそれぞれ、例えば、図示しない液晶素子を用いた液
晶シャッター（遮光シャッター）が設けられている。これらの遮光シャッターにおける入
射光の遮光機能の有効状態（開状態，透過状態）および無効状態（閉状態，遮断状態）は
、シャッター制御部４４から供給される制御信号ＣＴＬによって、時分割制御されるよう
になっている。
【００３６】
　具体的には、シャッター制御部４４は、液晶表示装置１における左眼用映像および右眼
用映像の切り換え表示に同期して、左眼用レンズ６Ｌおよび右眼用レンズ６Ｒの開状態お
よび閉状態が交互に切り替わるように、シャッター眼鏡６を制御している。言い換えると
、前述したＬサブフレーム期間には、左眼用レンズ６Ｌを開状態、右眼用レンズ６Ｒを閉
状態とする制御を行う一方、Ｒサブフレーム期間には、右眼用レンズ６Ｒを開状態、左眼
用レンズ６Ｌを閉状態とする制御を行う。これにより、１フレーム期間を２分割して右眼
用映像と左眼用映像とを交互に切り替えて表示する時分割駆動方式において、観察者は、
右眼用映像を右眼、左眼用映像を左眼でそれぞれ観察することが可能となる。
【００３７】
［部分駆動化処理部４２の詳細構成］
　次に、図４を参照して、部分駆動化処理部４２の詳細構成について説明する。図４は、
部分駆動化処理部４２のブロック構成を表したものである。この部分駆動化処理部４２は
、共通化映像生成部４２１、低解像度化処理部４２２、ＢＬレベル算出部４２３、拡散部
４２４およびＬＣＤレベル算出部４２５を有している。
【００３８】
　共通化映像生成部４２１は、１フレーム期間内において左眼用映像信号Ｄ１Ｌと右眼用
映像信号Ｄ１Ｒとが交互に配列してなる映像信号Ｄ１に基づいて、左眼用映像および右眼
用映像に共通の映像である共通化映像を生成するものである。具体的には、左眼用映像信
号Ｄ１Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ１Ｒの間での最大輝度レベルを単位領域ごと（ここでは
画素２０ごと）に求めることにより、そのような共通化映像を構成する映像信号Ｄ２を生
成するようになっている。このようにして生成された映像信号Ｄ２は、互いに同一の映像
信号である左眼用映像信号Ｄ２Ｌと右眼用映像信号Ｄ２Ｒとが１フレーム期間内で交互に
配列してなる。なお、この共通化映像生成部４２１の詳細動作については後述する。
【００３９】
　低解像度化処理部４２２は、共通化映像生成部４２１から供給される映像信号Ｄ２（Ｄ
２Ｌ，Ｄ２Ｒ）に対してそれぞれ所定の低解像度化処理を行うことにより、前述した発光
パターン信号ＢＬ１の基となる映像信号Ｄ３を生成するものである。具体的には、画素２
０単位の輝度レベル信号により構成される映像信号Ｄ２を、画素２０と比べて低解像度で
ある部分発光領域３６単位での輝度レベル信号に再構成することにより、映像信号Ｄ３を
生成する。
【００４０】
　ＢＬレベル算出部４２３は、部分発光領域３６単位での輝度レベル信号である映像信号
Ｄ３に基づいて、部分発光領域３６ごとの発光輝度レベルを算出することにより、部分発
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光領域３６単位での発光パターンを示す発光パターン信号ＢＬ１を生成するものである。
具体的には、部分発光領域３６ごとに映像信号Ｄ３の輝度レベルを解析することにより、
各領域の輝度レベルに応じた発光パターンを得ることが可能となっている。
【００４１】
　拡散部４２４は、ＢＬレベル算出部４２３から出力される発光パターン信号ＢＬ１に対
して所定の拡散処理を行い、拡散処理後の発光パターン信号ＢＬ２をＬＣＤレベル算出部
４２５へ出力するものであり、部分発光領域３６単位の信号から画素２０単位の信号への
変換を行っている。この拡散処理は、バックライト３内の実際の光源（ここでは各色のＬ
ＥＤ）における輝度分布（光源からの光の拡散分布）を考慮してなされる処理である。
【００４２】
　ＬＣＤレベル算出部４２５は、映像信号Ｄ１（Ｄ１Ｌ，Ｄ１Ｒ）と拡散処理後の発光パ
ターン信号ＢＬ２とに基づいて、１フレーム期間内において左眼用映像信号Ｄ４Ｌと右眼
用映像信号Ｄ４Ｒとが交互に配列してなる部分駆動用映像信号Ｄ４を生成するものである
。具体的には、左眼用映像信号Ｄ１Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ１Ｒの信号レベルをそれぞ
れ、拡散処理後の発光パターン信号ＢＬ２で除算することにより、左眼用映像信号Ｄ４Ｌ
および右眼用映像信号Ｄ４Ｒを生成している。詳細には、ＬＣＤレベル算出部４２５は以
下の（１），（２）式を用いて、左眼用映像信号Ｄ４Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ４Ｒをそ
れぞれ生成するようになっている。
Ｄ４Ｌ＝（Ｄ１Ｌ／ＢＬ２）　……（１）
Ｄ４Ｒ＝（Ｄ１Ｒ／ＢＬ２）　……（２）
【００４３】
　ここで、上記（１），（２）式により、原信号（映像信号Ｄ１）＝（発光パターン信号
ＢＬ２×部分駆動用映像信号Ｄ４）という関係が得られる。このうち、（発光パターン信
号ＢＬ２×部分駆動用映像信号Ｄ４）の物理的意味は、ある発光パターンで点灯されたバ
ックライト３における各部分発光領域３６の画像イメージに、部分駆動用映像信号の画像
イメージを重ね合わせるというものである。これにより、液晶表示パネル２における透過
光の明暗分布を相殺し、本来の表示（原信号による表示）を目視することと等価となる。
【００４４】
［映像表示システムの作用・効果］
　続いて、本実施の形態の映像表示システムの作用および効果について説明する。
【００４５】
（１．立体映像表示動作・部分発光動作の概要）
　この映像表示システムでは、図１に示したように液晶表示装置１において、映像信号処
理部４１が入力映像信号Ｄinに対し、右眼用映像信号ＤＲおよび左眼用映像信号ＤＬの出
力順序（書き込み順序，表示順序）の制御を行う。これにより、１フレーム期間内におい
て左眼用映像信号Ｄ１Ｌと右眼用映像信号Ｄ１Ｒとが交互に配列してなる映像信号Ｄ１が
生成される。次に、シャッター制御部４４は、このような右眼用映像信号Ｄ１Ｒおよび左
眼用映像信号Ｄ１Ｌの出力タイミングに対応する制御信号ＣＴＬを、シャッター眼鏡６に
出力する。
【００４６】
　また、映像信号処理部４１から出力される映像信号Ｄ１は、部分駆動化処理部４２へ供
給される。部分駆動化処理部４２は、この映像信号Ｄ１に対して所定の部分駆動化処理を
行う。これにより、バックライト３における部分発光領域３６単位での発光パターンを示
す発光パターン信号ＢＬ１と、１フレーム期間内において左眼用映像信号Ｄ４Ｌと右眼用
映像信号Ｄ４Ｒとが交互に配列してなる部分駆動用映像信号Ｄ４とが、それぞれ生成され
る。
【００４７】
　次いで、このようにして生成された部分駆動用映像信号Ｄ４および発光パターン信号Ｂ
Ｌ１はそれぞれ、タイミング制御部４３へ入力される。このうち、部分駆動用映像信号Ｄ
４は、タイミング制御部４３からデータドライバ５１へ供給される。データドライバ５１
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は、この部分駆動用映像信号Ｄ４に対してＤ／Ａ変換を施し、アナログ信号である映像電
圧を生成する。そして、ゲートドライバ５２およびデータドライバ５１から出力される各
画素２０への駆動電圧によって表示駆動動作がなされる。これにより、部分駆動用映像信
号Ｄ４に基づく表示駆動が液晶表示パネル２に対してなされる。
【００４８】
　具体的には、図２に示したように、ゲートドライバ５２からゲート線Ｇを介して供給さ
れる選択信号に応じて、ＴＦＴ素子２１のオン・オフ動作が切り替えられる。これにより
、データ線Ｄと液晶素子２２および補助容量素子２３との間が選択的に導通される。その
結果、データドライバ５１から供給される部分駆動用映像信号Ｄ４に基づく映像電圧が液
晶素子２２へと供給され、線順次の表示駆動動作がなされる。
【００４９】
　一方、発光パターン信号ＢＬ１は、タイミング制御部４３からバックライト駆動部５０
へ供給される。バックライト駆動部５０は、この発光パターン信号ＢＬ１に基づいて、バ
ックライト３に対する発光駆動（部分駆動動作）を行う。
【００５０】
　このようにして、映像電圧が供給された画素２０では、バックライト３からの照明光が
液晶表示パネル２において変調され、表示光として出射される。これにより、入力映像信
号Ｄinに基づく映像表示が、液晶表示装置１において行われる。
【００５１】
　具体的には、例えば図５に示したように、バックライト３の各部分発光領域３６による
発光面イメージ７１と、表示パネル２単独によるパネル面イメージ７２とが物理的に重ね
合わせられた（掛け算的に合成された）合成イメージ７３が、液晶表示装置１全体として
最終的に観察される映像となる。
【００５２】
　また、このとき、本実施の形態では、１フレーム期間内において、左眼用映像信号ＤＬ
に基づく左眼用映像と、右眼用映像信号ＤＲに基づく右眼用映像とが交互に表示され、時
分割駆動による表示駆動動作がなされる。
【００５３】
　この際、図６（Ａ）に示したように、左眼用映像Ｌを表示しているときには、制御信号
ＣＴＬにより、観察者８が用いるシャッター眼鏡６において、右眼用レンズ６Ｒにおける
遮光機能が有効状態となると共に、左眼用レンズ６Ｌにおける遮光機能が無効状態となる
。すなわち、左眼用レンズ６Ｌでは、左眼用映像Ｌの表示による表示光ＬＬの透過に対し
て開（オープン）状態となり、右眼用レンズ６Ｒでは、この表示光ＬＬの透過に対して閉
（クローズ）状態となる。
【００５４】
　一方、図６（Ｂ）に示したように、右眼用映像Ｒを表示しているときには、制御信号Ｃ
ＴＬにより、左眼用レンズ６Ｌにおける遮光機能が有効状態となると共に、右眼用レンズ
６Ｒにおける遮光機能が無効状態となる。すなわち、右眼用レンズ６Ｒでは、右眼用映像
表示による表示光ＬＲの透過に対して開状態となり、左眼用レンズ６Ｌでは、この表示光
ＬＲの透過に対して閉状態となる。
【００５５】
　そして、このような図６（Ａ）および図６（Ｂ）に示した状態が時分割で交互に繰り返
されるため、液晶表示装置１の表示画面を観察者８がシャッター眼鏡６をかけて観察する
ことにより、立体映像の観察が可能となる。すなわち、観察者８は、左眼用映像を左眼８
Ｌ、右眼用映像を右眼８Ｒで見ることができ、また、これらの左眼用映像と右眼用映像と
の間には視差があるため、観察者７には奥行きのある立体的な映像として認識される。
【００５６】
（２．立体映像表示に適合した部分発光動作）
　次に、図７～図１１を参照して、本発明の特徴的部分の１つである、立体映像表示に適
合したバックライト３の部分発光動作について、比較例と比較しつつ詳細に説明する。
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【００５７】
（２－１．比較例）
　図７は、比較例に係る液晶表示装置における部分駆動化処理部（部分駆動化処理部１０
４）のブロック構成を表したものである。この比較例の部分駆動化処理部１０４は、図４
に示した本実施の形態の部分駆動化処理部４２において、共通化映像生成部４２１を省い
た（設けないようにした）構成となっている。すなわち、この比較例は、時分割駆動方式
の立体映像表示システムにおいて、従来のバックライトにおける部分発光動作をそのまま
適用した場合に相当している。
【００５８】
　したがって、この部分駆動化処理部１０４では、まず、低解像度化処理部４２２におい
て、映像信号Ｄ１（Ｄ１Ｌ，Ｄ１Ｒ）に対して低解像度化処理を行い、映像信号Ｄ１０３
を生成する。次いで、ＢＬレベル算出部４２３がこの映像信号Ｄ１０３に基づいて、部分
発光領域３６単位での発光パターンを示す発光パターン信号ＢＬ１０１を生成する。また
、拡散部４２４では、ＢＬレベル算出部４２３から出力される発光パターン信号ＢＬ１０
１に対して拡散処理を行い、拡散処理後の発光パターン信号ＢＬ１０２をＬＣＤレベル算
出部４２５へ出力する。そして、ＬＣＤレベル算出部４２５は、映像信号Ｄ１（Ｄ１Ｌ，
Ｄ１Ｒ）と拡散処理後の発光パターン信号ＢＬ１０２とに基づいて、１フレーム期間内に
おいて左眼用映像信号Ｄ１０４Ｌと右眼用映像信号Ｄ１０４Ｒとが交互に配列してなる部
分駆動用映像信号Ｄ１０４を生成する。具体的には、ＬＣＤレベル算出部４２５は、本実
施の形態と同様にして以下の（３），（４）式を用いることにより、左眼用映像信号Ｄ１
０４Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ１０４Ｒをそれぞれ生成する。
Ｄ１０４Ｌ＝（Ｄ１Ｌ／ＢＬ１０２）　……（３）
Ｄ１０４Ｒ＝（Ｄ１Ｒ／ＢＬ１０２）　……（４）
【００５９】
　ここで、この部分駆動化処理部１０４へ入力される映像信号Ｄ１において、時間軸に沿
って交互に配列された左眼用映像信号Ｄ１Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ１Ｒ）がそれぞれ、
例えば図８（Ａ），（Ｂ）に示したような映像を示すものである場合について考える。す
なわち、全体的に暗い（グレーレベルの）背景内に、小さな明るい物体が存在している静
止映像について考える。この場合、左眼用映像信号Ｄ１Ｌと右眼用映像信号Ｄ１Ｒとの間
では、互いに視差を有するため、映像内の小さな明るい物体の位置にずれが生じることに
なる。
【００６０】
　図９は、この場合における、比較例の液晶表示装置における部分発光動作をタイミング
図で模式的に表したものである。この図９において、（Ａ）は映像信号Ｄ１を、（Ｂ）は
発光パターン信号ＢＬ１０１を、（Ｃ）は発光パターン信号ＢＬ１０２を、（Ｄ）は部分
駆動用映像信号Ｄ１０４を、それぞれ左眼用および右眼用の信号について示している。な
お、（Ｂ）～（Ｄ）において、横軸は、（Ａ）中のＩＩ－ＩＩ線またはＩＩＩ－ＩＩＩ線
に沿った水平方向の画素位置を示している。また、（Ａ）において、縦軸は画面の縦方向
（垂直方向）の画素位置を示し、（Ｂ）～（Ｄ）において、縦軸はレベル軸を示している
。
【００６１】
　この比較例では、図９（Ａ）に示した左眼用映像信号Ｄ１Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ１
Ｒの各々について、発光パターン信号（発光パターン信号ＢＬ１０１Ｌ，ＢＬ１０１Ｒ）
が生成される（図９（Ｂ）参照）。また、この左右の発光パターン信号ＢＬ１０１Ｌ，Ｂ
Ｌ１０１Ｒに基づいて、拡散処理後の左右の発光パターン信号ＢＬ１０２Ｌ，ＢＬ１０２
Ｒがそれぞれ生成されると共に、左右の部分駆動用映像信号Ｄ１０４Ｌ，Ｄ１０４Ｒがそ
れぞれ生成される（図９（Ｃ），（Ｄ）参照）。そして、これらの左右の発光パターン信
号ＢＬ１０１Ｌ，ＢＬ１０１Ｒおよび左右の部分駆動用映像信号Ｄ１０４Ｌ，Ｄ１０４Ｒ
に基づいて、部分発光動作および表示動作がなされる。
【００６２】
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　ところがこの際、上記したように左右の映像間では映像内の物体位置にずれが生じてい
ることから、バックライト３における実際の発光パターンにおいても、左眼用の映像表示
時と右眼用の映像表示時とでずれが生じる（図９（Ｃ）中の符号Ｐ１０１参照）。具体的
には、左右の映像表示時の間で発光強度が異なることになる部分発光領域３６が存在する
ことになり、極端な場合、一方の映像表示時には点灯するのに対して他方の映像表示時に
は消灯する、ということもあり得る。
【００６３】
　このようにして、左右の映像間で部分発光領域３６における発光輝度の変動（時間的な
変動）が生じると、視差がなく一定の発光輝度であるべき領域にも大きな影響を与え、液
晶表示パネル２における透過率制御では対応しきれないことになる。その結果、この比較
例のように、時分割駆動方式の立体映像表示システムにおいて従来のバックライトの部分
発光動作をそのまま適用した場合、フリッカーの発生が増大し、表示画質低下を招くこと
になる。
【００６４】
　また、このような左右の映像間での発光輝度の時間変動を抑えるため、例えば時間軸方
向のフィルタを設けることも考えられるが、その場合、以下の問題が生じる。すなわち、
フィルタを用いて発光輝度の平準化を図ると、左右の映像表示時の双方においてそれらの
中間の発光輝度レベルに設定されるため、元々のレベルと比べて発光輝度が低下し（映像
が暗くなったり、白側階調のつぶれが生じ）、表示輝度の確保が困難になってしまう。
【００６５】
（２－２．実施の形態）
　これに対し、本実施の形態では、部分駆動化処理部４２内の共通化映像生成部４２１に
おいて、左眼用映像信号Ｄ１Ｌと右眼用映像信号Ｄ１Ｒとが交互に配列してなる映像信号
Ｄ１に基づいて、左眼用映像および右眼用映像に共通の映像である共通化映像を生成する
。具体的には、例えば図１０（Ａ），（Ｂ）に示したように、左眼用映像信号Ｄ１Ｌおよ
び右眼用映像信号Ｄ１Ｒの間での最大輝度レベルを画素２０ごとに求めることにより、そ
のような共通化映像を構成する映像信号Ｄ２を生成する。これにより、生成された映像信
号Ｄ２では、互いに同一の映像信号である左眼用映像信号Ｄ２Ｌと右眼用映像信号Ｄ２Ｒ
とが１フレーム期間内で交互に配列したものとなる。以下、このような共通化映像（映像
信号Ｄ２）を用いた本実施の形態の部分発光動作について、詳細に説明する。
【００６６】
　図１１は、図８に示した映像信号Ｄ１（Ｄ１Ｌ，Ｄ１Ｒ）を入力した場合における、本
実施の形態の液晶表示装置１における部分発光動作をタイミング図で模式的に表したもの
である。この図１１において、（Ａ）は映像信号Ｄ１を、（Ｂ）は映像信号Ｄ２を、（Ｃ
）は発光パターン信号ＢＬ１を、（Ｄ）は発光パターン信号ＢＬ２を、（Ｅ）は部分駆動
用映像信号Ｄ４を、それぞれ左眼用および右眼用の信号について示している。なお、（Ｃ
）～（Ｅ）において、横軸は、（Ａ），（Ｂ）中のＩＩ－ＩＩ線またはＩＩＩ－ＩＩＩ線
に沿った水平方向の画素位置を示している。また、（Ａ），（Ｂ）において、縦軸は画面
の縦方向（垂直方向）の画素位置を示し、（Ｃ）～（Ｅ）において、縦軸はレベル軸を示
している。
【００６７】
　図１１（Ａ），（Ｂ）に示したように、本実施の形態では、まず上記したように、共通
化映像生成部４２１において、左眼用映像信号Ｄ１Ｌおよび右眼用映像信号Ｄ１Ｒに基づ
いて、共通化映像を構成する映像信号Ｄ２（Ｄ２Ｌ，Ｄ２Ｒ）を生成する。そして、ＢＬ
レベル算出部４２３において、この左右に共通の映像信号Ｄ２に基づく映像信号Ｄ３を用
いて、左右に共通の発光パターン信号ＢＬ１を生成する（図１１（Ｃ）参照）。
【００６８】
　また、この左右に共通の発光パターン信号ＢＬ１を用いて、拡散部４２４が、左右に共
通の拡散処理後の発光パターン信号ＢＬ２を生成すると共に、ＬＣＤレベル算出部４２５
が、左右の部分駆動用映像信号Ｄ４Ｌ，Ｄ４Ｒをそれぞれ生成する（図１１（Ｄ），（Ｅ
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）参照）。そして、これらの発光パターン信号ＢＬ１および部分駆動用映像信号Ｄ４（Ｄ
４Ｌ，Ｄ４Ｒ）に基づいて、部分発光動作および表示動作がなされる。
【００６９】
　これにより本実施の形態では、互いに異なる左右の映像について個別に生成された発光
パターン信号ＢＬ１０１Ｌ，ＢＬ１０１Ｒを用いて部分発光動作および表示動作がなされ
る上記比較例とは異なり、左右の映像間での発光輝度（表示輝度）の変動（時間的な変動
）が回避される（図１１（Ｃ），（Ｄ）参照）。その結果、本実施の形態では比較例と比
べ、フリッカーの発生が抑えられる。
【００７０】
　また、左右の映像間での最大輝度レベルを画素２０ごとに求めることによって共通化映
像が生成されるため、例えば時間軸方向に沿って発光パターン信号および部分駆動用映像
信号を平準化するためのフィルタを用いた場合とは異なり、表示輝度の低下が生じること
もない。
【００７１】
　なお、このとき、図１１（Ｃ）中の符号Ｐ１Ｌ，Ｐ１Ｒで示したように、本来の（元の
）映像信号Ｄ１Ｌ，Ｄ１Ｒにおいては暗い画素領域においても、明るい部分に対応する発
光パターンが設けられることになる。しかしながら、図１１（Ｅ）中の符号Ｐ２Ｌ，Ｐ２
Ｒで示したように、その画素領域では液晶表示パネル２において透過率を下げることによ
り、実際の表示輝度は正しい値となっている。
【００７２】
　以上のように本実施の形態では、入力映像信号Ｄinに基づいて左右の映像間での最大輝
度レベルを画素２０ごとに求めることによって、左右の映像に共通の映像である共通化映
像（映像信号Ｄ２）を生成すると共に、この共通化映像を用いて発光パターン信号ＢＬ１
および部分駆動用映像信号Ｄ４をそれぞれ生成するようにしたので、表示輝度の低下を生
じさせることなく（表示輝度を維持しつつ）、左右の映像間での表示輝度の時間的変動を
回避してフリッカーの発生を抑えることができる。よって、部分発光動作を行う光源を用
いて複数の映像を時分割表示する際に、表示画質を向上させることが可能となる。また、
部分発光動作を行うことにより、従来の部分発光動作の際と同様に、低消費電力化および
黒輝度の改善を図ることも可能となる。
【００７３】
＜変形例＞
　続いて、上記実施の形態の変形例（変形例１，２）について説明する。なお、実施の形
態と同一の構成要素については同一符号を付してその説明を適宜省略する。
【００７４】
（変形例１）
　図１２は、変形例１に係る映像表示システム（液晶表示装置）における部分駆動化処理
部（部分駆動化処理部４２Ａ）のブロック構成を表したものである。本変形例の部分駆動
化処理部４２Ａは、図４に示した実施の形態の部分駆動化処理部４２において、共通化映
像生成部４２１と低解像度化処理部４２２との配置順序を逆にしたものに対応している。
【００７５】
　すなわち、この部分駆動化処理部４２Ａでは、まず、低解像度化処理部４２２において
映像信号Ｄ１（Ｄ２Ｌ，Ｄ２Ｒ）に対し、上記実施の形態で説明した所定の低解像度化処
理を行う。次いで、共通化映像生成部４２１は、低解像度化処理後の映像信号に基づいて
、上記実施の形態と同様にして、左眼用映像および右眼用映像に共通の映像である共通化
映像を生成する。ただし、本変形例では、左眼用映像信号および右眼用映像信号の間での
最大輝度レベルを、低解像度化後の単位領域ごと（具体的には、部分発光領域３６ごと）
に求めることにより、そのような共通化映像を生成することになる。
【００７６】
　このような構成の部分駆動化処理部４２Ａを用いた映像表示システム（液晶表示装置）
においても、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。
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【００７７】
（変形例２）
　図１３は、変形例２に係る映像表示システム（マルチビューシステム）における映像表
示動作の概要を模式的に表したものである。本変形例では、これまで説明した立体映像表
示動作の代わりに、複数人の観察者（ここでは、２人の観察者）に対し、互いに異なる複
数（ここでは、２つ）の映像を個別に観察することを可能とするマルチ映像表示動作を行
うようになっている。なお、上記実施の形態と同様の構成要素については同一の符号を付
し、適宜説明を省略する。
【００７８】
　本変形例のマルチビューシステムでは、１人目の観察者に対応する第１の映像信号に基
づく第１の映像と、２人目の観察者に対応する第２の映像信号に基づく第２の映像とが、
時分割で交互に表示される。すなわち、これまでは、シャッター眼鏡６における左眼用レ
ンズ６Ｌおよび右眼用レンズ６Ｒごとに、それぞれ対応する左眼用映像および右眼用映像
が表示されていたのに対し、本変形例では、観察者（ユーザ）ごとにそれぞれ対応する複
数の映像が表示される。
【００７９】
　具体的には、図１３（Ａ）に示したように、第１の映像Ｖ１の表示期間においては、制
御信号ＣＴＬ１により、観察者８１が用いるシャッター眼鏡６１において、右眼用レンズ
６Ｒおよび左眼用レンズ６Ｌの双方が開状態となっている。また、制御信号ＣＴＬ２によ
り、観察者８２が用いるシャッター眼鏡６２において、右眼用レンズ６Ｒおよび左眼用レ
ンズ６Ｌの双方が閉状態となっている。すなわち、観察者８１のシャッター眼鏡６１では
、第１の映像Ｖ１に基づく表示光ＬＶ１を透過させ、観察者８２のシャッター眼鏡６２で
は、この表示光ＬＶ１を遮断させる。
【００８０】
　一方、図１３（Ｂ）に示したように、第２の映像Ｖ２の表示期間においては、制御信号
ＣＴＬ２により、観察者８２が用いるシャッター眼鏡６２において、右眼用レンズ６Ｒお
よび左眼用レンズ６Ｌの双方が開状態となっている。また、制御信号ＣＴＬ１により、観
察者８１が用いるシャッター眼鏡６１において、右眼用レンズ６Ｒおよび左眼用レンズ６
Ｌの双方が閉状態となっている。すなわち、観察者８２のシャッター眼鏡６２では、第２
の映像Ｖ２に基づく表示光ＬＶ２を透過させ、観察者８１のシャッター眼鏡６１では、こ
の表示光ＬＶ２を遮断させる。
【００８１】
　そして、このような図１３（Ａ）および図１３（Ｂ）に示した状態が時分割で交互に繰
り返されることにより、２人の観察者８１，８２は、互いに異なる映像（映像Ｖ１，Ｖ２
）を個別に観察することが可能となる（マルチビューモードが実現される）。
【００８２】
　本変形例のようなマルチ映像表示動作を行う場合においても、上記実施の形態または上
記変形例１において説明した部分発光動作（部分駆動動作）を行うことにより、上記実施
の形態等と同様の効果を得ることができる。
【００８３】
　なお、本変形例では、２人の観察者において互いに異なる２つの映像を個別に観察する
場合について説明したが、３人以上の観察者において互いに異なる３つ以上の映像を個別
に観察する場合にも、本発明を適用することが可能である。また、映像の数とシャッター
眼鏡の数は必ずしも同数となっていなくともよい。すなわち、ある１つの映像に対応して
開閉動作を行うシャッター眼鏡を複数個用意し、１つの映像を複数人の観察者で観察する
ようにしてもよい。
【００８４】
（その他の変形例）
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の
形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
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【００８５】
　例えば、上記実施の形態等では、バックライトが、光源として赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ
および青色ＬＥＤを含んで構成されている場合について説明したが、これらに加えて（ま
たはこれらに代えて）、他の色光を発する光源を含んで構成するようにしてもよい。例え
ば、４色以上の色光によって構成した場合、色再現範囲を拡大し、より多彩な色を表現す
ることが可能となる。
【００８６】
　また、例えば、シャッター眼鏡は、モードの切り替えにより、上記実施の形態等で説明
した立体映像表示システムおよびマルチビューシステムの双方に対応できるようにしても
よい。
【００８７】
　更に、上記実施の形態等において説明した一連の処理は、ハードウェアにより行うこと
もできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって
行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にイン
ストールされるようになっている。このようなプログラムは、コンピュータに内蔵されて
いる記録媒体に予め記録してさせておくようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８８】
　１…液晶表示装置、２…液晶表示パネル、２０…画素、２１…ＴＦＴ素子、２２…液晶
素子、２３…補助容量素子、２６…部分照射領域、３…バックライト、３Ｒ…赤色ＬＥＤ
、３Ｇ…緑色ＬＥＤ、３Ｂ…青色ＬＥＤ、３６…部分発光領域、４１…映像信号処理部、
４２，４２Ａ…部分駆動化処理部、４２１…共通化映像生成部、４２２…低解像度化処理
部、４２３…ＢＬレベル算出部、４２４…拡散部、４２５…ＬＣＤレベル算出部、４３…
タイミング制御部、４４…シャッター制御部、５０…バックライト駆動部、５１…データ
ドライバ、５２…ゲートドライバ、６，６１，６２…シャッター眼鏡、６Ｌ…左眼用レン
ズ、６Ｒ…右眼用レンズ、７１…発光面イメージ、７２…パネル面イメージ、７３…合成
イメージ、８，８１，８２…観察者（ユーザ）、８Ｌ…左眼、８Ｒ…右眼、Ｄin…入力映
像信号、Ｄ１～Ｄ３…映像信号、Ｄ４…部分駆動用映像信号、ＤＬ，Ｄ１Ｌ，Ｄ２Ｌ…左
眼用映像信号、ＤＲ，Ｄ１Ｒ，Ｄ２Ｒ…右眼用映像信号、ＢＬ１，ＢＬ２…発光パターン
信号、ＣＴＬ，ＣＴＬ１，ＣＴＬ２…制御信号、Ｄ…データ線、Ｇ…ゲート線、Ｃｓ…補
助容量線、Ｌ…左眼用映像、Ｒ…右眼用映像、Ｖ１，Ｖ２…映像、ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ１，
ＬＶ２…表示光。
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